
②ー３：放射線の人体への影響を説明する時に使う線量単位

放射線エネルギーの吸収によって、初めて放射線からの影響が出現する可能
性が生まれることは前述の通り。

基本的には、放射線エネルギー吸収の程度を示す単位が線量といわれるもの。

さらに放射線防護という観点から、放射線の人体への影響と評価も取り込んだ
線量単位がICRP(国際放射線防護委員会)から提案され、国際的に取り入れら
れている。被ばくした放射線量を把握することを線量評価と言う。

つまり、線量が分かれば、ある程度、放射線の人体への影響が予測できるとい
うこと。

以下、これらに関連した用語が使用されているので、簡単に解説する。

照射線量 吸収線量 等価線量 実効線量 預託線量

被ばくした患者の治療方針を決め、適切な対応をとるためには、正確かつ迅速
な線量評価を必要とする。
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＜用語解説＞ 照射線量：Ｒ（レントゲン）

放射線のもつエネルギーを空気をイオン化する能力で示したもの（X線、γ線のみ使用）。直

接測定する事ができるため、長い間この値を放射線計測量として使われていた。以前はレ
ントゲン（röntgen または roentgen, 記号:R）という値が使われ、1R=2.58×10-4C/kg。

レントゲンはCGS単位系（CGS静電単位系）の単位であり、国際単位系(SI)には採用されて
いない。そのため日本では1989年（平成元年）4月の国際単位系への切り替え以降使われ
なくなった。

放射線のエネルギーが物質に与えられる時、電離という現象を引き起こす。この現象を電
離箱を用いて測定する方法が生まれ、0℃、1気圧、1cm3の空気に、1静電単位の電気量
に相当する正または負のイオンを電離によって生じさせる放射線量を1レントゲン(R)とした。

これは照射線量と呼ばれSI単位では2.58×10-4クーロン毎キログラム(C/kg)と表示される。
ただし、この方法で測定できるのは、エネルギーが3MeV以下のＸ線、γ線に限られる。

X線の発見者であるヴィルヘルム・レントゲンに因んで命名されたもので、1928年に導入さ
れた。単位記号は当初小文字のrが当てられていたが、人名由来の記号は大文字から始
めるという原則に基づき1962年にRに変更された。
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出典：Wikipedia:ウィキペディアなど

空気中に放射線（X線やγ線）を照射すると原子がイオン化（電離）される。1レントゲンは、
放射線の照射によって標準状態(STP：標準温度と圧力で気体の標準状態を定めたもの)

の空気1立方センチメートル(cm3)あたりに1静電単位(esu)のイオン電荷が発生したときの、
放射線の総量と定義される。



＜用語解説＞ 吸収線量：Gy（グレイ）

「吸収線量」はGy（グレイ）という単位で表され、1 Gy（グレイ）とは「1キログラムあ
たりに放射線から受けたエネルギー（1 J〔ジュール〕= 0.24 cal〔カロリー〕）」のこと。
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放射線が生体に及ぼす影響は、受けた放射線の電離作用の強さと吸収した臓器の種類
によって異なる。

（注：放射線が物質中を通過する際、放射線が持つエネルギーにより原子の軌道電子をはじき飛ばす。その結果、
この原子は陽イオンと電子に分離する。このことを「電離作用」という）。

吸収されたエネルギーを示す最も基本的な線量単位で、SI単位ではジュール毎キログラ
ム(J/kg)を用い、固有の名称としてグレイ(Gy：英国の放射線物理・生物学者、Grayにちな
む)を使う。

実際には測定不可能なので、測定可能な照射線量から換算するか、化学線量計、熱ルミ
ネセンス線量計、写真乳剤(フィルムバッジ)、半導体検出器等で測定し、いずれも換算に
よって、目的の物質に対する吸収線量を求める。

＜参考＞ Gy（グレイ）からSv（シーベルト）への換算方法：
実効線量＝吸収線量 × 放射線加重係数 × 組織加重係数
この計算は右のサイトから簡単に試算できる。 ◆ http://keisan.casio.jp/

ここで「放射能」を選び、次に「グレイからシーベルト換算」をクリックする。

http://keisan.casio.jp/


＜用語解説＞ 等価線量：Sv（シーベルト）
放射線にはα線（アルファ線）、β線（ベータ線）、γ線（ガンマ線）、中性子線など、沢山の種類がある。

その中で、DNAを壊す能力が高いのが、α線と中性子線で、同じ「吸収線量」の放射線を受けても、β
線やγ線に比べてDNAが破壊されやすい。α線を出す放射性物質にはプルトニウムやウランなどがあ
る。このように、夫々の放射線の特性により同一の吸収線量（Gy（グレイ））でも影響度が異なる。

このことから、生物学的影響を共通の尺度で評価するために考案されたのが、線量等量の概念で、局
所臓器対象には等価線量、全身には実効線量を使う。

局所臓器対象の場合、これら放射線のDNAに対する破壊能力を数値化したものが“放射線荷重（加
重）係数”と呼ばれ、この放射線からの影響を加味したものが「等価線量」と言われるもので、即ち、

「等価線量」はSv（シーベルト）で表し、人体の“組織ごと”に被ばくした線量を与えることができる。等価

線量は、各器官・臓器の線量を示しており、例えば、ヨウ素は甲状腺に多く集まり甲状腺の害が殆ど
のため、その観点から甲状腺に対する被ばくを考える場合には、この「等価線量」が使われる（甲状腺
等価線量と呼ぶ）。

他方、全身被ばくを考えるときには、実効線量が使われる。セシウムは主に筋肉に集まりやすく、スト
ロンチウムは骨にと、核種によって様々と違うので、体全体での発がんについて統一的に知るには実
効線量で見る必要がある。

（等価線量：Sv）＝（吸収線量：Gy）×（放射線荷重係数）
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放射線荷重係数

5



＜用語解説＞ 実効線量：Sv（シーベルト）

（実効線量：Sv）＝（等価線量：Sv）× Σ（組織荷重係数）
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ICRPは、1990年勧告(Publ.60)で原爆被爆者に対する線量の再評価の結果等を取り入れ

た新しい放射線リスクの値に基づいた致死がんの確率係数と、更に非致死がん罹患によ
る影響の大きさを総合損害とし(表１)、総合損害を参考にして組織荷重係数を決定した(表
２)。

夫々の組織・臓器の等価線量に組織荷重係数を乗じ、各組織で加算して算出されたもの
が実効線量である。

法令で定める実効線量の線量限度は、女性を除く放射線業務従事者は5年間で100mSv

かつ1年間で50mSvであり、一般公衆は1年間で1mSv。なお、ICRPの1990年勧告以前は、
実効線量当量と呼ばれていた。

「実効線量」も「等価線量」と同じくSv（シーベルト）で表される。「実効線量」は「体全体の
ダメージの程度」を表わす。

「実効線量」は各組織の「等価線量」に“組織荷重（加重）係数”を掛け、それを総和したも
のになる。（全ての組織の“組織荷重係数”を足すと 1 になる。）

組織・臓器の被ばくはそれ自体に影響を及ぼすだけでなく、全身にも影響を与えるが、等
価線量が同じでも組織・臓器によってその度合いが異なる。

これを考慮して組織・臓器の被ばく線量を全身への被ばく線量に換算し、「全身への影響
はどれくらいか」を評価できるようにしたのが実効線量である。



1990年ICRP勧告による係数など

表１：組織・臓器別確率係数 表２：組織荷重係数
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実効線量計算のイメージ図
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＜用語解説＞ 預託線量

体内に摂取された放射性物質は、その半減期に従い放射能が減衰するとともに、代謝機
能により体内から徐々に排泄される。この間に放出される放射線により組織や臓器が被
ばくする。預託線量とは、体内の放射線から人体がどの程度影響を受けているか一般成
人に対して摂取後の５０年間(子供や乳幼児に対しては摂取時から７０歳まで)に受ける量
を摂取時に受けたと想定（仮定）した放射線量のことをいう。

預託実効線量のサイト ●
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出典：財団法人日本分析センター

http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/servlet/food2_in


預託実効線量の計算方法
預託実効線量は、以下の式（＊１）を用いて計算する。

預託実効線量 H(mSv) ＝ 0.001×ｍ×ｄ×ｐ×ａ×ｆ1×ｆ2

ｍ：飲食物摂取量（単位：g/日）：
厚生労働省が実施した国民健康・栄養調査「平成１７年国民健康・栄養調査報告」の食品群別栄養素等
摂取量(全国) の値を用いる。その値は、１人１日当たりの摂取量（ｇ）を食品群別にまとめた一覧表として
提供されている。（注記：◆平成１７年国民健康・栄養調査報告）

ｄ：摂取日数（単位：日）：
１年間の飲食物摂取量を対象とするため、365日となる。

ｐ：実効線量係数（単位：mSv/Bq）：
経口摂取による線量係数は、ICRP Publ.72により核種別に定められている。
例）Sr-90の場合は2.8×10-5、 Cs-137の場合は1.3×10-5   注記：◆ICRP Publ.72関連資料

ａ：放射能濃度（単位：Bq/kg）：
全国の都道府県で採取した食品試料の核種別の放射能分析データを用いる。
（◆「食品と放射能」ページの検索結果から）

f1： 市場希釈係数 ：

f2： 調理等による減尐補正：
f1,f2は流通経路、調理方法等、さまざまな条件によりこれらの値は異なるが、いちばん厳しい値として、
ともに１を用いる。

*1：「環境放射線モニタリングに関する指針」（原子力安全委員会、平成１３年３月一部改訂）より
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預託実効線量は、摂取後（成人の場合）50年間に受ける線量を摂取した年の１年間に受けたものと

見なして、その年の外部被ばくの実効線量と合計し、その（内部ひばく＋外部被ばく）合計値が線量
限度を超えないように核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等において、個人
の被ばくを管理することになっている。 実効線量係数には、こうした前提で作られている。

出典：財団法人日本分析センター

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou07/dl/01-mokuji.pdf
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/4_1.html
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food


預託実効線量の計算例
魚のあじを例に預託実効線量を計算してみる。

・あじ中の放射性核種Cs-137の濃度は0.20Bq/kgとする（◆「食品と放射能」ページの検索結果から）。
・あじの摂取量は１人１日当たり12.5g（厚生労働省「平成１７年国民健康・栄養調査報告」の食品群別栄養素等
摂取量の一覧表から）。これを365倍して１年間の摂取量を計算する。
・Cs-137の実効線量係数は1.3×10-5 （ICRP Publ.72から）。
・市場希釈係数と調理等による減衰補正の値はともに１とする（一番厳しい値として、市場希釈と調理等による
減衰補正を無視する）。

これらの値を、預託実効線量の計算式にあてはめる。

となる。

この結果、あじを１年間摂取した場合のCs-137の預託実効線量は、0.000012 mSvとなる。

もし、同一の食品についてデータの得られている放射性核種が他にもあれば、それについても同様に計算し、
各々合計する。

なお、この預託実効線量の計算結果は、標準的なモデルケースに適用されるものであり、特定の個人の被ばく線
量を評価するものではない。 11

出典：財団法人日本分析センター

http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food


Ｂｑ（ベクレル）からＳｖ（シーベルト）への換算方法①

空気中の放射性物質を摂取した場合 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取
した場合

計算式 Ａ＝Ｃ×Ｓ×Ｋａ×Ｑ×Ｔ 計算式 Ａ＝Ｃａ×Ｋａ×Ｑ×Ｔ

Ａ：実効線量(μSv)

Ｃ：空気中放射性物質濃度（Bq/cm3)

Ｓ：滞在時間係数＝（（Ｓ1＋fc×Ｓ2）/24h）
Ｓ1:屋外滞在時間；8ｈ
Ｓ2：屋内滞在時間；16ｈ
ｆc：低減係数；1/4程度
Ｋa：実効線量換算係数(μSv/Bq) 

表１の吸引摂取データによる
Ｑ：摂取量(cm3/日)

Ｔ：摂取期間；１日（原子力安全委員会の提
言）

Ａ：実効線量(μSv)

Ｃa：放射性物質濃度（Bq/kg)

Ｋa：実効線量換算係数(μSv/Bq) 

表１の経口摂取データによる
Ｑ：摂取量 （kg/日)

Ｔ：摂取期間；１週間程度＝（７日）（原子力
安全委員会の提言）

＜計算式＞
出典：エネルギー綜合工学研究所
大震災に係る情報提供について
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表１：内部被ばくに関する実効線量換算係数 出典：ＩＣＲＰ Ｐｕｂ１．７２より抜粋
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内部被ばくに関する線量換算係数としてICRPでは，Dose Coefficient（線量係数）という数値を勧告し
ている。線量換算係数は，1Bqを経口あるいは吸入により摂取した人の預託実効線量で単位は
Sv/Bq。ただし，吸入による1Bqの摂取量とは，吸い込んだ放射能が1Bqであって呼吸気道に沈着し
た放射能ではないことに注意する必要がある。

また，ICRPは放射性核種夫々について経口または吸入摂取した作業者についての実効線量係数と
子供および成人の一般公衆についての実効線量係数を勧告している。前者はICRP Publ.68（1994）
に，後者はICRP Publ.72（1996）にまとめられている。なお，線量の積分期間は，作業者および成人
の一般公衆で50年，子どもでは摂取した年齢から70歳までとしている。

下記に，緊急時に考慮すべき放射性核種について，ICRP Publ.72に勧告された成人の一般公衆が

経口または吸入摂取した場合の実効線量係数の一例を示す。職業被ばく及び公衆の成人に対して
は50年、子供や乳幼児に対しては摂取から70歳までの期間をとる。 ＜表１＞

核 種 半減期 経口摂取
μＳｖ／Ｂｑ

吸引摂取
μＳｖ／Ｂｑ

Ｉ－１３１ ８．０４日 ０．０２２ ０．００７４

Ｃｓ－１３４ ２．０６年 ０．０１９ ０．０２

Ｃｓ－１３６ １３．１日 ０．００３ ０．００２８

Ｃｓ－１３７ ３０．０年 ０．０１３ ０．０３９

Ｐｕ－２３８ ８７．７年 ０．２３ １１０．０



ＢｑからＳｖへの換算方法②：具体的な事例

空気中の放射性物質を摂取した場合 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取

3月30日の福島県相馬郡飯舘村におけるダストサンプリ
ング測定結果（文科省HPより)28 Bq/m3のヨウ素131を

含む空気を１日吸引した場合

1kgの野菜に100ベクレルのヨウ素131が付着し、それを
毎日200グラムを１週間（7日間）食べた場合

計算式 Ａ＝Ｃ×Ｓ×Ｋａ×Ｑ×Ｔ
＝28×0.5×0.0074×15×1＝1.554μSv

計算式 Ａ＝Ｃａ×Ｋａ×Ｑ×Ｔ
＝100×0.022×0.2×7＝3.08μSv

Ａ：実効線量(μSv)

Ｃ：空気中の放射性物質濃度 28Bq/m3

Ｓ：滞在時間係数＝（（Ｓ1＋fc×Ｓ2）/24h）
＝（8＋1/4×16）/24＝0.5

Ｓ1:屋外滞在時間；8ｈ
Ｓ2：屋内滞在時間；16ｈ
ｆc：低減係数；1/4程度
Ｋa：実効線量換算係数(μSv/Bq)＝0.0074 

（表１の吸引摂取データによる）
Ｑ：摂取量 15,000L＝15 m3/日（成人の場合で、1回の呼
吸量を0.5Lとし、1分間の呼吸数を15～20回と仮定）
Ｔ：摂取期間；１日

Ａ：実効線量(μSv)

Ｃa：放射性物質濃度100Bq/kg

Ｋa：実効線量換算係数(μSv/Bq)＝0.022

（表１の経口摂取データによる）
Ｑ：摂取量 0.2kg/日
Ｔ：摂取期間；１週間程度＝７日

上記の3.08μSvは、7日間の摂取量のため、時間当たり
の摂取量は
3.08／(7×24)＝0.018μSv／h

となる。預託実効線量であれば一年間の試算が必要？

換算したＳｖは時間当たりの数値にはなっていない。
即ち、表1の実行線量換算係数で換算されたSv値は、体
内に取り込んだ放射性物質が体内に存在している間に
（つまり半減期も考慮して）人体に影響を及ぼすと考えら
れる総線量を意味する。
上記の1.554μSvは、１日の摂取量なので、時間当たりの
摂取量は1.554／24＝0.065μSv／hとなる。 14

◆ 放射能内部被爆線量の簡易計算ソフト紹介
（上記の◆印をクリックする） 手順は次の通り

①「放射能」をクリック
②「放射能の内部被爆線量」で（経口）或いは（吸入）を選
びクリック 必要に応じ、「外部被爆線量」も計算。

http://keisan.casio.jp/

http://keisan.casio.jp/


飲食物摂取制限に関する指標①

15

核 種 飲食物の種類 摂取制限に関する
指標値（Bq／kg）

放射性ヨウ素
（混合核種の

代表核種：ヨ
ウ素131）

飲料水 ３００

牛乳・乳製品

野菜類
（根菜、芋類を除く）

２，０００

魚介類

放射性セシウ
ム

飲料水 ２００

牛乳・乳製品

野菜類

５００穀類

肉・卵・魚・その他

ウラン 乳幼児用食品

２０飲料水

牛乳・乳製品

野菜類

１００穀類

肉・卵・魚・その他

食安発０３１７第３号 平成２３年３月１７日
放射能汚染された食品の取り扱いについて

放射性物質の汚染については、食品
衛生法に規定がないため、原子力安
全委員会の「飲食物摂取制限に関す
る指標」を用いて、健康被害が出な
いように暫定的に規制措置を決めて
いる。（＝暫定基準値）

＜厚生労働省医薬食品局食品安全
部長通達による＞

「粗飼料」中の放射性物質の目安
（農水省）
肉牛用
放射性セシウム
300Bq/kg

出典：サイト
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/sa

igai/c_minasama_2.html

注記：
暫定値以下であれば大丈夫というも
のではない。緊急事態ということで暫
定的に止むなく設定したもので、本来
は可能な限り低い値が好ましい。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/c_minasama_2.html


飲食物摂取制限に関する指標②
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核 種 飲食物の種類 摂取制限に関する
指標値（Ｂｑ／ｋｇ）

プルトニウム及び超ウラン元素のアル
ファ核種

（238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 

242Cm, 243Cm, 244Cm）
放射能濃度の合計

乳幼児用食品
１飲料水

牛乳・乳製品

野菜類
１０穀類

肉・卵・魚・その他

食安発０３１７第３号 平成２３年３月１７日
放射能汚染された食品の取り扱いについて

放射性物質の汚染については、食品衛生法に規定がないため、
原子力安全委員会の「飲食物摂取制限に関する指標」を用い
て、健康被害が出ないように暫定的に規制措置を決めている。


